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※マイナンバーカードの有効期限は、マイナンバーカード発行の日から 18歳以上の場合は 10回目の誕生日、18歳未満の場合は 5回目 

の誕生日までです。＜外国人住民の方（特別永住者、永住者及び高度専門職第 2号を除く）のマイナンバーカードの有効期限は、在留 

期間の満了日までです。＞ 

※電子証明書の有効期限は、電子証明書発行の日から 5回目の誕生日（またはマイナンバーカードの有効期限）までです。 

電子証明書の有効期限後も、マイナンバーカードの有効期間内は本人確認書類として使えます。 
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